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①

寄付金の取扱い

Q:寄付金にも費用になるものとならない

ものがあると聞きましたが、寄付金の税務上

の取扱いを教えてください。

A:会社が支出した寄付金については、特

定の寄付金を除き、損金算入限度額を設けて

いますので、支出金額がすべて損金になるわ

けではありません。

【解説】

法人税法上、寄付金とは、支出の名義の何

たるかを問わず、法人が行った金銭その他の

資産の贈与又は経済的な無償の供与をいいま

すが、そのうち、広告宣伝費や交際費、福利

厚生費などとされるものは除かれます。

寄付金の損金算入限度額は、寄付金の支払

先に応じて、次のように異なります。

(1)一般の寄付金

(資本基準額十所得基準額）×1／2

資本基準額＝資本等

の金額

所得基準額＝所得

金額
X

当期の月数
X

2．5
－

100

12

(2)特定公益増進法人に対する寄付金

2.5
X

－

1,000

一般の寄付金の限度額と特定公益増進法

人に対する寄付金のうち少ない金額

(3)国、地方公共団体に対する寄付金

全額損金算入

(4)大蔵大臣の指定した寄付金

全額損金算入

(5)国外関連者に対する寄付金

全額損金不算入
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